
 

４．１０ 三重大学における共同研究の実施状況 

 以下に，三重大学における共同研究実施状況の調査・分析結果について述べる． 

 

４．１０．１ 三重大学における共同研究の実施状況 

１）共同研究の実施状況の概略 

 調査期間の 2009 年度～2013 年度の三重大学における共同研究件数，研究費受入額の推移

を図１に示した．この図の共同研究件数は，３．で述べた方法に基づき調査・分析した結果

であり，大学概要や文部科学省からの報告書などで公式に発表されている数字とは異なって

いる．ちなみに，公式に発表されている共同研究件数は，当該年度に実施している共同研究

の数であり，複数年度契約による当該年度に研究費の受入のない共同研究も件数に含まれて

いる． 
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図１ 三重大学における共同研究件数，研究費受入額の推移 

 
 図１に示すように，全体の件数は，毎年度，161～191 件の間で推移し，緩やかに増加して

いるようにみえる．受入金額は，289～418 百万円程度で 2011 年度に減少し，その後，横ばい

傾向とみられる．共同研究の相手先別でみると，相手先が大企業の共同研究は 76 から 98 件

の間で変化し，増加傾向がみられる．相手先が中小企業の共同研究は，62～72 件で横ばい傾

向と，企業以外の共同研究は 19～26 件でほぼ横ばい傾向と，みることができる．調査期間の

5 年間の合計の共同研究件数を相手先の割合でみると，大企業の割合は約 49％，中小企業の

割合は約 38％，企業以外の割合は約 13％と，大企業の割合が最も大きいことや，大企業や中

小企業を相手先とする共同研究が多く行われていることがわかる． 

 

２）地域性の分析方法 

 相手先の所在の地域性を明らかにするために，共同研究の相手先を所在地の地方別に積算

し，年度ごとの推移を調査した．所在地の地方は，共同研究の件数や地理的近接性を考慮し，

都道府県別に以下のように分類した．ただし，三重大学が位置する三重県については単独と



 

した． 

 北海道・東北地方 ：岩手，福島，（北海道，青森，宮城，秋田，山形） 

 関東地方 ： 東京，埼玉，千葉，茨城，栃木，神奈川，群馬 

 甲信越地方 ：新潟，山梨，長野 

 東海地方 ： 岐阜，静岡，愛知，（三重県は単独で区別した） 

 北陸地方 ：富山，石川，（福井）  

 近畿地方 ：滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，和歌山 

 中国地方 ：島根，岡山，広島，山口，（鳥取） 

 四国地方 ：徳島，高知，（香川，愛媛）  

 九州地方 ：福岡，大分，（佐賀，長崎，熊本，宮崎，鹿児島，沖縄） 

 ただし，（ ）の中に記載した道県は，調査期間の 2009 年度～2013 年度において，当該道

県に位置する企業や団体等との共同研究はなかった． 

 

４．１０．２ 企業を相手先とする共同研究における相手先の地理的分布 

 三重大学における共同研究の全体的な傾向は前述したとおりである．共同研究の状況につ

いて，相手先やその地域性などの詳細を検討するため，相手先が企業である共同研究につい

て，整理し分析した．その結果を以下に述べる． 

１）共同研究の件数 

ａ）企業全体 

 共同研究の件数について整理した結果を表１に示す．表１に示した「地元率(%)」は，全体

の件数に占める三重県の件数の割合を示している．また，図２には，相手先企業の所在地の

地方別に，調査期間の合計の共同研究件数の割合を示した． 

 表１と図２をみると，共同研究の件数が多い地域は，多い順に三重県，関東地方，東海地

方，近畿地方，である．これらの地域で，全体の約 93%を占めており，それ以外の地方は年

間に平均 2 件程度であることがわかる．  

 図３に三重県と関東，東海，近畿地方の企業との共同研究の件数の経時変化を示した．こ

の図からは，どの地域の共同研究も横ばい傾向，ないしは，若干の増加傾向であることが伺

える． 
 

表１ 相手先が企業の地方別の共同研究件数の推移 

年度（西暦） 2009 2010 2011 2012 2013 合計 

北海道・東北 3 0 0 0 0 3 
関東 35 34 40 41 35 185 

甲信越 1 3 3 3 6 16 

北陸 0 1 1 2 1 5 

東海 25 22 26 23 26 122 

近畿 20 22 25 27 27 121 

中国 2 3 4 4 4 17 

四国 1 1 2 1 1 6 

九州・沖縄 0 1 1 2 2 6 

三重県 66 51 65 55 59 296 

合計 153 138 167 158 161 777 

地元率（％） 43.1 37.0 38.9 34.8 36.6 38.1 

（※三重県は，三重大学が位置する県であるため，単独にした） 
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図２ 企業を相手先とする共同研究件数の地方別の割合 

（2009～2013 年度の合計件数：777 件） 
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図３ 地方別の共同研究件数の推移 （相手先：企業） 

 

ｂ）大企業を相手先とする共同研究 

 表２および，図４に相手先を大企業とする共同研究の件数の推移と割合を地方別に示した．

表２および図４に示すように，大企業を相手先とする共同研究は，関東地方，東海地方およ

び近畿地方，三重県の順に多く，これら３地域と１県で全体の約 93％を占めている．特に多

いのは関東，東海および近畿地方に位置する企業で，どちらも 20%以上を占めており，各地

方の企業と均等に共同研究がなされていることがわかる．これは，三重大学が東海地方に位

置しており，かつ，近畿地方とも隣接し各地方との交通の便がよいことが影響していると考

えられる．図５に三重県と関東，近畿，東海地方の大企業との共同研究の件数の経時変化を

示した．この図からは，どの地方の件数も増減はあるものの横ばい傾向にあることが伺える． 



 

表２ 相手先が大企業の地方別の共同研究件数の推移 

年度（西暦） 2009 2010 2011 2012 2013 合計 

北海道・東北 0 0 0 0 0 0 
関東 26 24 35 30 26 141 

甲信越 1 3 2 2 2 10 

北陸 0 1 1 2 1 5 

東海 22 15 19 17 21 94 

近畿 13 16 21 22 22 94 

中国 2 2 2 3 4 13 

四国 0 0 1 0 1 2 

九州・沖縄 0 0 0 0 1 1 

三重県 23 15 17 14 11 80 

合計 87 76 98 90 89 440 

（※三重県は，三重大学が位置する県であるため，単独にした） 
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図４ 大企業を相手先とする共同研究件数の地方別割合 （合計：440 件） 
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図５ 地方別の共同研究件数の推移 （相手先：大企業） 



 

ｃ）中小企業を相手先とする共同研究 

 表３および，図６に相手先を中小企業とする共同研究の件数の推移と割合を地方別に示し

た．表３および図６に示すように，中小企業を相手先とする共同研究は，三重県，関東地方，

東海地方，近畿地方の順に多く，中小企業との共同研究もこれら１県と３地方に集中してい

ることがわかる．これら１県と３地方で全体の約 93%を占めている．三重大学が位置する三

重県の企業との共同研究の件数が特に多く，調査期間では全体の約 64%を占めている．図７

に三重県と関東，近畿，東海地方の中小企業との共同研究の件数の経時変化を示した．この

図からは，三重県との共同研究はやや増加傾向にあるが、そのほかの地方は増減があるもの

の横ばい傾向であることが伺える． 

 

表３ 相手先が中小企業の地方別の共同研究件数の推移 

年度（西暦） 2009 2010 2011 2012 2013 合計 

北海道・東北 3 0 0 0 0 3 

関東 9 10 5 11 9 44 

甲信越 0 0 1 1 4 6 

北陸 0 0 0 0 0 0 

東海 3 7 7 6 5 28 

近畿 7 6 4 5 5 27 

中国 0 1 2 1 0 4 

四国 1 1 1 1 0 4 

九州・沖縄 0 1 1 2 1 5 

三重県 43 36 48 41 48 216 

合計 66 62 69 68 72 337 

（※三重県は，三重大学が位置する県であるため，単独にした） 
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図６ 中小企業を相手先とする共同研究件数の地方別割合 （合計：337 件） 
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図７ 地方別の共同研究件数の推移 （相手先：中小企業） 

 

ｄ）相手先の地理的分布 

 大企業の相手先は主に，関東，東海および近畿地方と三重県の順に所在し，中小企業の相

手先は三重県，関東，東海，近畿地方の順に所在していることが明らかになった．そこで，

図８に，相手先の企業がどの地域に分布しているかを地図上に概略として示した．この図か

らは，企業を相手先とする共同研究は，地元，および，大都市圏の企業と行われていること

がよくわかる． 

 
図８ 相手先企業の地理的分布の概略 



 

２）共同研究の研究費受入額 

 共同研究の研究費受入額について整理した結果を表４と図９に示す．表４および図９に示

すように，相手先が企業の共同研究全体の研究費受入額は，金額が多い順に，近畿地方，三

重県，東海地方，関東地方であること，これら３地方と１県で全体の約 94%を占めているこ

とがわかる．  
 

表４ 相手先が企業の地方別の研究費受入額（千円）  

 全体 大企業 中小企業 

北海道・東北 6,285 0 6,285 

関東 310,305 263,926 46,379 

甲信越 26,211 14,049 12,162 

北陸 7,250 7,250 0 

東海 347,938 307,105 40,833 

近畿 606,909 577,123 29,786 

中国 16,647 13,065 3,582 

四国 3,675 1,575 2,100 

九州・沖縄 35,945 5,000 30,945 

三重県 354,714 161,339 193,375 

合計 1,715,879 1,350,433 365,447 
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図９ 企業を相手先とする共同研究の研究費受入額の地方別の割合 

 

 共同研究の研究費受入額について比較するため，共同研究１件当たりの研究費受入額を表

５に示した．共同研究１件当たりの研究費受入額は，相手先が企業の共同研究全体では 2,208

千円であり，大企業が相手先の場合は 3,069 千円，中小企業が相手先の場合は 1,084 千円であ

る．全体的には，資本力の大きな大企業との共同研究で，共同研究１件当たりの研究費受入

額が高くなる傾向がみられる．また，九州・沖縄地方の企業との共同研究費が高くなってい

るが，これは高額の共同研究が数件行われた影響である． 



 

表５ 地方別の共同研究 1件当たりの研究費受入額（千円／件） 

 全体 大企業 中小企業 

北海道・東北 2,095 ― 2,095 

関東 1,677 1,872 1,054 

甲信越 1,638 1,405 2,027 

北陸 1,450 1,450 ― 

東海 2,852 3,267 1,458 

近畿 5,016 6,140 1,103 

中国 979 1,005 896 

四国 613 788 525 

九州・沖縄 5,991 5,000 6,189 

三重県 1,198 2,017 895 

合計 2,208 3,069 1,084 

       

 さらに，地方間の比較を行ってみた．北海道・東北，甲信越，北陸，中国，四国，九州・

沖縄の各地方は共同研究件数が少ないことから，平均的な値として比較することは困難であ

ると思われるため，残りの地方で比較し図 10 に示した．共同研究１件当たりの研究費受入額

は，相手先が企業の共同研究全体では，近畿地方，東海地方，関東地方，三重県の順に高く

なっていることがわかる．企業を，大企業と中小企業に分けて比較すると，大企業では，近

畿地方，東海地方，三重県，関東地方の順で高いことがわかる．中小企業では東海地方，近

畿地方，関東地方，三重県の順で高いことがわかる．ただし，中小企業の場合には各地方で

それほど大きな差はみられない．また，いずれの地域でも大企業の方が高くなる傾向にある．

工業集積の高い地方に位置する企業との共同研究において，共同研究１件当たりの研究費受

入額が高くなる傾向が伺えるが，東海地方や近畿地方などの金額が関東地方のそれよりも高

くなっているのが大きな特徴である． 
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図 10 共同研究１件当たりの研究費受入額の比較 



 

４．１０．３ 企業以外の団体などを相手先とする共同研究における相手先の地理的分布 

１）共同研究の件数 

 自治体や独立行政法人など企業以外を相手先とする共同研究の件数について整理した結果

を表６に示す．表６に示した「地元率(%)」は，合計件数に占める三重県の件数の割合を示し

ている．表６からわかるように，企業以外を相手先とする共同研究は，三重大学が位置する

三重県内の機関が約 63％と半数以上を占めているが，関東地方に位置する機関とも共同研究

が年に 4～7 件程度行われている． 

 

表６ 相手先が企業以外の地方別の共同研究件数の推移 

年度（西暦） 2009 2010 2011 2012 2013 合計 

三重県 15 12 19 12 16 74 

関東 5 7 4 4 6 26 

東海 3 2 1 3 2 11 

近畿 0 1 0 0 2 3 

その他 2 1 0 0 0 3 

合計 25 23 24 19 26 117 

地元率（％） 60.0 52.2 79.2 63.2 61.5 63.2 
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２）共同研究の研究費受入額 

 自治体や独立行政法人など企業以外を相手先とする共同研究の研究費受入額について整理

した結果を表７に示す．表７に示した「地元率(%)」は，合計に占める三重県の受入額の割合

を示している．表７に示すように企業以外を相手先とする共同研究の研究費受入額の地元率

は，約 32～46%で変化して，5 年間の平均では約 36%である．地元機関との共同研究は，件

数，受入金額とも 2011 年度まで増加傾向にあり，その後は減少傾向にあることがわかる．ま

た，地元率は，受入金額に比べて件数の方が高くなっていることから，小規模な共同研究が

多いことが類推される． 

 

表７ 相手先が企業以外の地方別の研究費受入額（千円）の推移 

年度（西暦） 2009 2010 2011 2012 2013 合計 

三重県 22,569 23,709 28,303 23,728 19,931 118,239 

関東 21,430 36,450 32,760 38,319 29,354 158,313 

東海 2,739 2,597 110 5,625 6,500 17,572 

近畿 0 3,203 0 0 1,575 4,778 

その他 25,000 8,000 0 0 0 33,000 

合計 71,737 73,959 61,173 67,672 57,360 331,901 

地元率（％） 31.5 32.1 46.3 35.1 34.7 35.6 

 

 



 

４．１０．４ まとめ 

 三重大学の共同研究の状況について，2009～2013（平成 21～25）年度の契約データに基づ

き，相手先やその地域性，研究費受入額などの分析を行った結果，以下のことが明らかにな

った． 

① 調査期間の 5 年間の合計の共同研究件数を相手先の割合でみると，大企業の割合は約

49％，中小企業の割合は約 38％，企業以外の割合は約 13％であり，大企業の割合が最

も大きいことや，大企業や中小企業を相手先とする共同研究が多く行われていること

がわかる． 

② 企業を相手先とする共同研究では，三重県，関東地方，東海地方，近畿地方に位置す

る企業との共同研究件数が多い． 

③ 大企業を相手先とする共同研究は，関東地方，東海地方および近畿地方，三重県の順

に多く，これら１県と３地域で全体の約 93％を占めている．特に多いのは関東地方と

東海地方および近畿地方に位置する企業で，どちらも 20%以上を占めている．また，

大企業との共同研究件数は，横ばい傾向にあることが伺える． 

④ 中小企業を相手先とする共同研究は，三重県，関東地方，東海地方，近畿地方の順に

多く，これら１県と３地方で全体の約 93%を占めている．三重大学が位置する三重県

の企業との共同研究の件数が特に多く，調査期間では全体の約 64%を占めている．中

小企業を相手先とする共同研究件数は，三重県との共同研究はやや増加傾向にあるが、

そのほかの地方は増減があるものの横ばい傾向であることが伺える．  

⑤ 相手先が企業の共同研究全体の研究費受入額は，金額が多い順に，近畿地方，三重県，

東海地方，関東地方であること，これら３地方と１県で全体の約 94%を占めているこ

とがわかる． 

⑥ 企業以外を相手先とする共同研究は，相手先は三重県内の自治体等の機関が半数を超

えているが，関東地方の団体との共同研究が多く行われている．全体的には横ばい傾

向である． 

 

 

 

（分析・執筆担当 川崎一正） 
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